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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　携帯端末機の加入者認識モジュール（ＳＩＭ）カードの使用を制御する装置であって、
　該端末機に搭載された代金決済機能を有するＳＩＭカードと、
　該ＳＩＭカードの少なくとも２つの端子にループ構造で連結された高周波（ＲＦ）アン
テナと、
　初期化過程を実行するように適合された端末機制御部であって、該初期化過程は、ネッ
トワークから該ＳＩＭカードに関連するデータを受信することと、該ＳＩＭカードから情
報を読み出すことと、該ネットワークから受信された該データと該ＳＩＭカードから読み
出された該情報およびユーザ入力とを比較することとを含み、該比較は、所定の順序で実
行される、端末機制御部と、
　該端末機制御部による該比較するステップに従って、該ＲＦアンテナの該ループ構造を
開くかまたは閉じて該ＳＩＭカードの使用をイネーブルまたはディセーブルするように適
合されたＲＦアンテナスイッチと
　を備え、加入者が該ＳＩＭカードを紛失したか盗難されたと報告した場合、該ＳＩＭカ
ードに関連したデータは、該ネットワークから受信されない、携帯端末機のＳＩＭカード
の使用を制御する装置。
【請求項２】
　前記代金決済機能は、後払い型交通カード機能と、前払い型交通カード機能とのうちの
１つである、請求項１に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する装置。
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【請求項３】
　前記ＲＦアンテナループ構造は、前記ネットワークから受信された前記データと前記Ｓ
ＩＭカードから読み出された前記情報とが同じである場合において、閉じられている、請
求項１に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する装置。
【請求項４】
　前記ＲＦアンテナループ構造は、前記ネットワークから受信された前記データと前記Ｓ
ＩＭカードから読み出された前記情報とが同じでない場合において、開いている、請求項
１に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する装置。
【請求項５】
　前記ネットワークから受信された前記データと前記ＳＩＭカードから読み出された前記
情報とは、加入者情報と交通カード情報とのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記
載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する装置。
【請求項６】
　前記加入者情報は、加入者の名前と、加入者の識別番号と、加入日付とのうちの少なく
とも１つを含む、請求項５に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する装置。
【請求項７】
　前記交通カード情報は、交通カードの固有番号を含む、請求項５に記載の携帯端末機の
ＳＩＭカードの使用を制御する装置。
【請求項８】
　前記ＳＩＭカードの使用は、前記ＲＦアンテナループ構造が閉じられている場合におい
て、イネーブルされている、請求項１に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御す
る装置。
【請求項９】
　前記ＳＩＭカードの使用は、前記ＲＦアンテナループ構造が開いている場合において、
ディセーブルされている、請求項１に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する
装置。
【請求項１０】
　前記端末機制御部は、前記携帯端末機の電源投入の後において前記初期化過程を実行す
るようにさらに適合されている、請求項１に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制
御する装置。
【請求項１１】
　前記端末機制御部は、使用者がＳＩＭカード機能を要求したときはいつでも前記初期化
過程を実行するようにさらに適合されている、請求項１に記載の携帯端末機のＳＩＭカー
ドの使用を制御する装置。
【請求項１２】
　前記端末機制御部は、制御信号を生成するために、使用者によって入力されたパスワー
ドを受信することと、該入力されたパスワードと予め設定されたパスワードとを比較する
こととによって前記初期化過程を実行するようにさらに適合されており、前記ＲＦアンテ
ナループ構造は、該入力されたパスワードと該予め設定されたパスワードとが同じ場合に
おいて、閉じられており、該ＲＦアンテナループ構造は、該入力されたパスワードと該予
め設定されたパスワードとが同じでない場合において、開かれている、請求項１に記載の
携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する装置。
【請求項１３】
　前記ネットワークは、少なくとも交通手段運営機関および金融機関側のシステムに連結
された基地局を含む、請求項１に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する装置
。
【請求項１４】
　携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方法であって、
　初期化過程の間または後において、ネットワークからＳＩＭカードデータを受信するス
テップであって、該ＳＩＭカードは代金決済機能を含む、ステップと、
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　該ＳＩＭカードから情報を読み出すステップと、
　該ネットワークから受信された該データと該ＳＩＭカードから読み出された該情報およ
びユーザ入力とを比較するステップであって、該比較は、所定の順序で実行される、ステ
ップと、
　該比較するステップに基づいて、高周波（ＲＦ）アンテナスイッチのループ構造を開く
かまたは閉じて該ＳＩＭカードの使用をイネーブルまたはディセーブルするかを決定する
ステップであって、該ＲＦアンテナは、該ＳＩＭカードの少なくとも２つの端子に該ルー
プ構造で連結されている、ステップと
　を包含し、
　加入者が該ＳＩＭカードを紛失したか盗難されたと報告した場合、該ＳＩＭカードデー
タは、該ネットワークから該端末機によって受信されない、携帯端末機のＳＩＭカードの
使用を制御する方法。
【請求項１５】
　前記代金決済機能は、後払い型交通カード機能と、前払い型交通カード機能とのうちの
１つである、請求項１４に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方法。
【請求項１６】
　前記ネットワークから受信された前記データと前記ＳＩＭカードから読み出された前記
情報とは、加入者情報と交通カード情報とのうちの少なくとも１つを含む、請求項１４に
記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方法。
【請求項１７】
　前記加入者情報は、加入者の名前と、加入者の識別番号と、加入日付とのうちの少なく
とも１つを含む、請求項１６に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方法。
【請求項１８】
　前記交通カード情報は、交通カードの固有番号を含む、請求項１６に記載の携帯端末機
のＳＩＭカードの使用を制御する方法。
【請求項１９】
　前記比較するステップが、
　前記ネットワークから受信された加入者データと前記ＳＩＭカードから読み出された加
入者情報とが同じであるかを決定するステップと、
　該ネットワークから受信された交通カードデータと該ＳＩＭカードから読み出された交
通カード情報とが同じであるかを決定するステップと
　をさらに包含する、請求項１４に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方
法。
【請求項２０】
　前記加入者情報が、加入者の名前、加入者の識別番号、加入日付の順でチェックされる
、請求項１９に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方法。
【請求項２１】
　ＳＩＭカード機能は、前記ネットワークから受信された前記データと前記ＳＩＭカード
から読み出された前記情報とが同じでない場合において、ディセーブルされている、請求
項１４に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方法。
【請求項２２】
　ＳＩＭカード機能は、前記ネットワークから受信された前記データと前記ＳＩＭカード
から読み出された前記情報とが同じである場合において、イネーブルされている、請求項
１４に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方法。
【請求項２３】
　前記ネットワークから受信された前記データと前記ＳＩＭカードから読み出された前記
情報とが同じであるかを決定するステップと、
　使用者からパスワードを受信するステップと、
　該受信されたパスワードが該ＳＩＭカード内の予め設定されたパスワードと対応する場
合において、ＳＩＭカード機能をイネーブルするステップと
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　をさらに包含する、請求項１４に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方
法。
【請求項２４】
　前記ユーザが連続して間違ったパスワードを所定回数入力する場合において、前記ＳＩ
Ｍカード機能はディセーブルされる、請求項２３に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使
用を制御する方法。
【請求項２５】
　前記ネットワークは、少なくとも交通手段運営機関および金融機関側のシステムに連結
された基地局を含む、請求項１４に記載の携帯端末機のＳＩＭカードの使用を制御する方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯端末機に係るもので、詳しくは、加入者認証モジュール（Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｏｄｕｌｅ：以下、ＳＩＭと略称する）カ
ードが内蔵された携帯端末機に盗用防止技術を適用した携帯端末機のＳＩＭカード制御装
置及びその方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＳＩＭカードは、端末機の後側のスロットに挿入する小さなカードであって、
マイクロプロセッサ及びメモリを内蔵しており、カードの内部で情報の保存及び演算処理
が可能なスマートカードである。前記ＳＩＭカードは、カード内に加入者情報を有してお
り、どの端末機もカードを挿入するだけで自分の端末機のように使用することができる。
また、ＳＩＭカードは、保安性に優れて電子商取り引きなどにおいても効用性が高く、最
近、後払い型交通カード機能を備えたＳＩＭカードも使用されている。
【０００３】
　図３は従来のＳＩＭカードが内蔵された携帯端末機の構造を示した図である。
図３に示したように、従来のＳＩＭカードが内蔵された携帯端末機は、代金決済機能を備
えたＳＩＭカード１０と、ＳＩＭカード１０の４番及び８番の端子にループ構造で連結さ
れたＲＦアンテナ２０と、を含んで構成される。前記構成によると、ＳＩＭカード１０が
ＲＦアンテナ２０と直ちに連結され、端末でＳＩＭカードを直接制御できないため、他人
のカードの盗用を制止する方法がなかった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　以上説明したように、従来は、ＳＩＭカードが端末システムと別途に運営されて端末で
カードを直接制御できないため、カードの紛失及び盗難に対する対策が設けられていない
という問題点があった。
【０００５】
　よって、端末やＳＩＭカードを紛失した使用者に、金銭的損失及びそれによる不安感を
与えるという問題点があった。
【０００６】
　本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたもので、代金決済機能を有するＳＩ
Ｍカードを内蔵した携帯端末機に盗用防止技術を適用した携帯端末機のＳＩＭカード制御
装置及びその方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このような目的を達成するため、本発明に係る携帯端末機のＳＩＭカード制御装置は、
代金決済機能を有するＳＩＭカードと、前記ＳＩＭカードの４番及び８番の端子にループ
構造で連結されたＲＦアンテナと、端末機の初期化過程で前記ＳＩＭカードの情報を読み
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、それによって制御信号を出力する端末機制御部と、前記端末機制御部の制御信号によっ
て前記ＲＦアンテナを開放又は短絡するＲＦアンテナスイッチと、を含んで構成されるこ
とを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る携帯端末機のＳＩＭカード制御方法は、端末が初期化過程を通して
ネットワークからデータを受信する過程と、前記受信されたデータと端末内のデータとを
比較する過程と、前記比較結果によってカードの使用を制御する過程と、を含んで構成さ
れることを特徴とする。
【０００９】
　また、前記代金決済機能は、後払い型交通カード機能であり、前記ネットワークのデー
タと端末内のデータとが一致しないと、代金決済は承認されず、一致する場合も、パスワ
ードを所定回数以上間違えると代金決済が承認されないことを特徴とする。
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明は、例えば、以下を提供する。
【００１１】
　（項目１）
　代金決済機能を有する加入者認証モジュール（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　ｍｏｄｕｌｅ：以下、ＳＩＭと略称する）カードと、
　前記ＳＩＭカードの４番及び８番の端子にループ構造で連結されたＲＦ（ｒａｄｉｏ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）アンテナと、
　端末機の初期化過程でネットワークから受信されるデータ及び前記ＳＩＭカードの情報
を読み、それによって制御信号を出力する端末機制御部と、
　前記端末機制御部の制御信号によって前記ＲＦアンテナを開放又は短絡するＲＦアンテ
ナスイッチと、
　を含んで構成されたことを特徴とする携帯端末機のＳＩＭカード制御装置。
【００１２】
　（項目２）
　前記代金決済機能は、
　後払い型交通カード機能であることを特徴とする項目１記載の携帯端末機のＳＩＭカー
ド制御装置。
【００１３】
　（項目３）
　前記ネットワークは、
　基地局と交通手段運営機関及び金融機関側のシステムとを連係したことを特徴とする項
目１記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御装置。
【００１４】
　（項目４）
　前記制御信号は、
　前記ネットワークから受信されるデータと前記ＳＩＭカードの情報とを比較した結果に
よって、ＲＦアンテナスイッチをオン／オフにすることを特徴とする項目１記載の携帯端
末機のＳＩＭカード制御装置。
【００１５】
　（項目５）
　前記ＲＦアンテナスイッチは、
　前記ネットワークのデータと前記ＳＩＭカードの情報とが一致するとき、オンになるこ
とを特徴とする項目４記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御装置。
【００１６】
　（項目６）
　前記ＲＦアンテナスイッチは、
　前記ネットワークのデータと前記ＳＩＭカードの情報とが一致しないとき、オフになる
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ことを特徴とする項目４記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御装置。
【００１７】
　（項目７）
　前記ネットワークのデータ及びＳＩＭカードの情報は、
　加入者情報及び交通カード情報であることを特徴とする項目４記載の携帯端末機のＳＩ
Ｍカード制御装置。
【００１８】
　（項目８）
　前記加入者情報は、
　加入者の名前、加入者の識別番号及び加入日付であることを特徴とする項目７記載の携
帯端末機のＳＩＭカード制御装置。
【００１９】
　（項目９）
　前記交通カード情報は、
　交通カードの固有番号であることを特徴とする項目７記載の携帯端末機のＳＩＭカード
制御装置。
【００２０】
　（項目１０）
　前記ＲＦアンテナは、
　ＲＦアンテナスイッチがオンになったときに開放されることを特徴とする項目１記載の
携帯端末機のＳＩＭカード制御装置。
【００２１】
　（項目１１）
　前記ＲＦアンテナは、
　ＲＦアンテナスイッチがオフになったときに短絡されることを特徴とする項目１記載の
携帯端末機のＳＩＭカード制御装置。
【００２２】
　（項目１２）
　交通カード機能を有するＳＩＭカードを備えた端末とネットワークとの間の通信におい
て、端末が初期化過程を通してネットワークからデータを受信する段階と、
　前記ネットワークのデータと端末内のＳＩＭカードの情報とを比較する段階と、
　前記比較結果によってカードの使用を制御する段階と、から構成されたことを特徴とす
る携帯端末機のＳＩＭカード制御方法。
【００２３】
　（項目１３）
　前記ネットワークのデータ及びＳＩＭカードのデータは、
　加入者情報及び交通カード情報であることを特徴とする項目１２記載の携帯端末機のＳ
ＩＭカード制御方法。
【００２４】
　（項目１４）
　前記加入者情報は、
　加入者の名前、加入者の識別番号及び加入日付であることを特徴とする項目１３記載の
携帯端末機のＳＩＭカード制御方法。
【００２５】
　（項目１５）
　前記交通カード情報は、
　交通カードの固有番号であることを特徴とする項目１３記載の携帯端末機のＳＩＭカー
ド制御方法。
【００２６】
　（項目１６）
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　前記交通カード情報は、
　カードを紛失した使用者が予め紛失申告をした場合、ネットワークから端末に伝送され
ないことを特徴とする項目１３記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御方法。
【００２７】
　（項目１７）
　前記比較段階は、
　ネットワークから受信されたデータの加入者情報と端末内のＳＩＭカードの加入者情報
とが一致するかどうかを確認する段階と、
　ネットワークから受信されたデータの交通カード情報と端末内のＳＩＭカードの交通カ
ード情報とが一致するかどうかを確認する段階と、を含んで構成されることを特徴とする
項目１２記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御方法。
【００２８】
　（項目１８）
　前記加入者情報は、
　加入者の名前、加入者の識別番号及び加入日付順にその一致可否が確認されることを特
徴とする項目１７記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御方法。
【００２９】
　（項目１９）
　前記制御段階は、
　前記ネットワークのデータと端末内の情報との一致可否によって、前記ＳＩＭカードの
代金決済を承認又は承認しない段階であることを特徴とする項目１２記載の携帯端末機の
ＳＩＭカード制御方法。
【００３０】
　（項目２０）
　前記制御段階は、
　前記ネットワークのデータと端末内のＳＩＭカードの情報とが一致すると、使用者から
パスワードの入力を受ける段階と、
　パスワードが正しいと、前記ＳＩＭカードの代金決済を承認する段階と、を更に含むこ
とを特徴とする項目１９記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御方法。
【００３１】
　（項目２１）
　前記代金決済は、
　前記使用者がパスワードの入力を所定回数まで間違えると、承認されないことを特徴と
する項目２０記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御方法。
【００３２】
　（項目２２）
　前記制御段階は、
　前記ネットワークのデータと端末内のＳＩＭカードの情報とが一致しないと、代金決済
を止める段階を更に含むことを特徴とする項目１９記載の携帯端末機のＳＩＭカード制御
方法。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明に係る携帯端末機のＳＩＭカード制御装置及びその方法は、ネットワークから受
信した加入者情報及び交通カード情報と、端末に内蔵されたＳＩＭカードの加入者情報及
び交通カード情報とを比較し、それによって制御することで、端末やＳＩＭカードの紛失
時に不正使用を防止できるという効果がある。
【００３４】
　また、不正使用を防止することで、元の使用者の金銭的損失を防止できるという効果が
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００３５】
　以下、本発明の実施の形態に対し、図面に基づいて説明する。
【００３６】
　図１は、本発明に係る携帯端末機のＳＩＭカード制御装置の構成を示した図である。
【００３７】
　図示したように、携帯端末機のＳＩＭカード制御装置は、代金決済機能を有するＳＩＭ
カード１００と、前記ＳＩＭカード１００の４番及び８番の端子にループ構造で連結され
たＲＦアンテナ２００と、端末機の初期化過程で前記ＳＩＭカード１００の情報を読み、
それによって制御信号を出力する端末機制御部３００と、前記端末機制御部３００の制御
信号によって前記ＲＦアンテナ２００を開放又は短絡するＲＦアンテナスイッチ４００と
、を含んで構成されている。
【００３８】
　前記ＳＩＭカード１００は、後払い型交通カード機能を有するもので、一般的な大衆交
通、例えばバスや地下鉄などの乗車料金を決済することができる。移動通信事業者は、端
末の使用者から交通カード発給の要請を受けると、前記使用者端末のＳＩＭカード１００
に新しく発給した交通カード情報及び使用者に対する加入者情報を伝送して保存する。
【００３９】
　前記端末機制御部３００は、端末機の初期化過程でネットワークから端末に受信される
交通カード情報及び加入者情報と、前記ＳＩＭカード１００の交通カード情報及び加入者
情報とを比較し、その比較結果によって制御信号を出力する。このとき、前記比較結果、
全ての情報が一致すると、前記ＲＦアンテナスイッチ４００をオンにする制御信号を出力
し、一つでも一致しない情報があると、ＲＦアンテナスイッチ４００をオフにする制御信
号を出力する。
【００４０】
　図２は、本発明に係る携帯端末機のＳＩＭカード制御方法の実現過程を示したフローチ
ャートである。
【００４１】
　図示したように、まず、使用者が端末機の電源をつけると、端末は、初期化過程を通し
て基地局と同期を合せる（Ｓ１０）。すると、基地局では、交通手段運営機関及び金融機
関側のシステムと連係し、該当の端末の交通カード情報及び加入者情報などを含むデータ
を該当の端末に伝送する（Ｓ２０）。ここで、前記交通カード情報は、交通カードを発給
する時に与えられる交通カードの固有番号で、前記加入者情報は、加入者の名前、加入者
の識別番号及び加入日付などである。端末は、前記データを受信して読み（Ｓ３０）、端
末のＳＩＭカードから交通カード情報及び加入者情報を読む（Ｓ４０）。その後、端末は
、前記読み込んだ各情報を比較する（Ｓ５０～Ｓ８０）。このとき、比較順序は、加入者
の名前、加入者の識別番号、加入日付、交通カードの固有番号の順である。まず、基地局
から受けた加入者の名前とＳＩＭカードから読んだ加入者の名前とを比較し（Ｓ５０）、
それらが一致すると、加入者の識別番号を比較し（Ｓ６０）、次いで、加入日付を比較し
（Ｓ７０）、次いで、交通カードの固有番号を比較する（Ｓ８０）が、このうち、一つで
も一致しないと、直ちに端末内でエラー信号を発生して使用者の代金決済を止める（Ｓ１
２０）。前記比較結果、全ての情報が一致すると、より確実な保安のために、使用者から
パスワードの入力を受ける（Ｓ９０）。前記使用者が入力したパスワードと予め設定及び
保存されたパスワードとを比較し（Ｓ１００）、前記比較結果、一致したときにようやく
承認信号を発生することで、使用者は、端末に内蔵された交通カード機能を有するＳＩＭ
カードを使用して正常に料金を支払うことができる（Ｓ１１０）。もし前記比較結果、一
致しない場合、即ち使用者がパスワードを誤って入力した場合は、所定回数を定め、例え
ば三回までパスワードを入力することで、使用者に誤りを訂正させるが、三回目にも間違
えると、エラー信号を発生して使用者の代金決済を止める（Ｓ１２０）。
【００４２】
　また、交通カードが内蔵された端末やＳＩＭカードを紛失した使用者が紛失事実を移動
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番号を紛失リストに登録し、該当の交通カード情報を伝送しない。従って、前記紛失され
た端末やＳＩＭカードを使用する場合、ネットワークから交通カード情報を受信すること
もできないので、代金決済が不可能である。
【００４３】
　以上のように、本発明の好ましい実施形態を用いて本発明を例示してきたが、本発明は
、この実施形態に限定して解釈されるべきものではない。本発明は、特許請求の範囲によ
ってのみその範囲が解釈されるべきであることが理解される。当業者は、本発明の具体的
な好ましい実施形態の記載から、本発明の記載および技術常識に基づいて等価な範囲を実
施することができることが理解される。本明細書において引用した特許、特許出願および
文献は、その内容自体が具体的に本明細書に記載されているのと同様にその内容が本明細
書に対する参考として援用されるべきであることが理解される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明に係る携帯端末機のＳＩＭカード制御装置の構成を示した図である。
【図２】本発明に係る携帯端末機のＳＩＭカード制御方法の実現過程を示したフローチャ
ートである。
【図３】従来のＳＩＭカードが内蔵された携帯端末機の構造を示した図である。
【符号の説明】
【００４５】
１０、１００：ＳＩＭカード
２０、２００：ＲＦアンテナ
３００：端末機制御部
４００：ＲＦアンテナスイッチ

【図１】 【図２】
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